
７畜産第 3326 号 

令和８年３月 30 日 

（別記）講習会関係者 宛 

農林水産省畜産局長 

「家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植

に関する講習会並びに家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家

畜体外受精卵移植に関する講習会の運営等について」の一部改正につい

て 

平素より家畜人工授精に関する講習会等の円滑な運営に御尽力いただき感謝申し

上げます。 

家畜改良増殖法第 16 条第２項に規定する講習会の開催については、「「家畜人工

授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会並びに

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の

運営等について」の一部改正について」（令和５年６月 21 日付け５畜産第 615 号農

林水産省畜産局長通知）において、講習受講者の利便性向上及び講習会の効率的な

運営を図るため、学科のオンライン開催のほか、講習会の共催や外部の講師、施設

等の活用に係る考え方を明らかにし、効率的な運営を図るための改正を行ったとこ

ろです。 

今般、令和７年の地方分権改革に関する地方からの提案を踏まえ、家畜人工授精

に関する講習会等については、「都道府県等の事務負担を軽減するため、これらの

講習会の学科科目についてオンラインによる開催が可能であること及び複数の都道

府県又は農林水産大臣の指定する者が講習会を共催することが可能であること等」

について、改めて都道府県等に対し通知することが令和７年 12 月 23 日付けで閣議

決定されました。 

つきましては、本通知により、改めて周知を行いますので、引き続き講習会の適

切な運営への御協力をお願いします。 



（別記）講習会関係者 

 

都道府県知事 

北海道農政事務所長 

地方農政局長 

内閣府沖縄総合事務局長 

一般社団法人日本家畜人工授精師協会会長 

公益社団法人日本獣医師会会長 

公益社団法人日本馬事協会会長 

一般社団法人日本ホルスタイン登録協会会長 

公益社団法人全国和牛登録協会会長理事 

一般社団法人日本あか牛登録協会会長 

一般社団法人北海道酪農畜産協会会長 

公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル理事長 

一般社団法人日本養豚協会会長 

一般社団法人日本短角種登録協会会長理事 

日本ジャージー登録協会会長 

公益社団法人畜産技術協会会長 

独立行政法人家畜改良センター理事長 

帯広畜産大学学長 

酪農学園大学学長 

日本大学学長 

東京農業大学学長 

麻布大学学長 

東海大学学長 

東北大学学長 

北里大学学長 

北海道大学学長 

鹿児島大学学長 

日本獣医生命科学大学学長 

新潟大学学長 

岩手大学学長 

宮崎大学学長 
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宮崎県立農業大学校校長 

公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長 

一般社団法人家畜改良事業団理事長 

一般社団法人ジェネティクス北海道理事長 

学校法人八紘学園北海道農業専門学校校長 
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農林水産省畜産局長通知 
 

都道府県知事あて 
地方農政局長あて 
北海道農政事務所長 
内閣府沖縄総合事務局長あて 
独立行政法人家畜改良センター理事長あて 
一般社団法人日本家畜人工授精師協会会長あて 
公益社団法人日本獣医師会会長あて 
一般社団法人日本ホルスタイン登録協会会長あて 
日本ジャージー登録協会会長あて 
公益社団法人全国和牛登録協会会長理事あて 
一般社団法人日本あか牛登録協会会長あて 
一般社団法人日本短角種登録協会会長あて 
一般社団法人日本養豚協会会長あて 
公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル理事長あて 
公益社団法人日本馬事協会会長あて 
公益社団法人畜産技術協会会長あて 
一般社団法人北海道酪農畜産協会会長あて 
その他講習会指定開催者長あて 

 
農林水産省畜産局長 

 
家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植

に関する講習会並びに家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家

畜体外受精卵移植に関する講習会の運営等について 
 

家畜人工授精師を養成するための講習会の運営等を下記の通り定めたので了知さ

れるとともに、関係者への周知徹底等に遺憾のないようにされたい。 
 
  



記 
 

第１ 講習会の運営について 
１ 講習会の科目、内容及び時間について 

家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関す

る講習会並びに家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵

移植に関する講習会（以下「講習会」と総称する。）において課すべき科目

及びその時間については、家畜改良増殖法施行規則（昭和２５年農林省令第

９６号。以下「規則」という。）第２３条に規定されているが、その内容等

の細目は、家畜人工授精に関する講習会にあっては別表第１のとおりとし、

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会にあっては別表第２の

とおりとし、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移

植に関する講習会にあっては別表第３のとおりとする。 
なお、規則第２３条第１項、第２項及び第３項は、講習会において課すべき

必要最小限度の科目及びその時間数を規定したものであり、これらの科目の

内容については、技術の変化等に応じて当然改善されるべきものであると考

えられることから、講習会の開催に当たっては、このような趣旨を踏まえ、

所要の科目の追加及び内容の改善、時間の延長等必要な措置を講ずるものと

する。 
 

２ 講習会の開催期間 
講習会の開催に当たっては、受講者の便宜を考慮してその開催期間が家畜人

工授精に関する講習会にあっては、おおむね１ヶ月を、家畜人工授精及び家

畜体内受精卵移植に関する講習会並びに家畜人工授精並びに家畜体内受精卵

移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあっては、おおむね２ヶ月以

内とする。 
 

３ 講習会の開催方法 

講習会において課すべき科目のうち学科については、規則第２３条及び上記

１により規定された科目の内容及び時間の要件を満たした上で、開催者や受

講者の通信状況等に応じてオンライン形式により開催することが可能である。 
なお、オンライン形式により開催する場合、映像により受講状況を確認する

等により、受講者が規定された内容及び時間の講義を受講していることを確

認できる状態で実施するものとする。また、農林水産大臣の指定する者にお

いては、配信する映像等を管理する者の所在地を講習会の開催場所とする。

さらに、講義の録画映像を配信する場合は、別途質疑応答の機会を設ける等



の措置を講じ、ライブ形式や開催場所での受講と比べて受講者の習熟度に差

が生じないよう配慮するものとする。 
このほか、受講申請書類の提出や受講料納付等の一連の手続についても、通

信状況等に応じ、メールやオンラインシステムによるデータの提出や電子納

付の利用等オンラインにより行うことができる。 
 

４ 講習会の共催等 

講習会は、複数の都道府県又は農林水産大臣の指定する者により共催するこ

とや、外部の講師、施設、機械器具又は家畜を活用することができる。 

なお、これらによる講習会の開催に当たっては、関係者間で役割分担や防疫

対策等について十分な協議を行うものとする。 
 

５ その他 
法第１６条第２項の「家畜の種類別」については、めん羊及び山羊は同一種

類として実施する。 
 
第２ 修業試験の運営について 

１ 修業試験の受験に必要な受講時間 
規則第２４条の２第８項、第９項及び第１０項の規定による受講時間の短縮

は、受講者がその科目について十分な知識及び技能を有すると認められる場

合について行う。 
 

２ 修業試験の合格基準及び合格基準の公表 
修業試験の合格基準は、１００点満点で全科目（実習を含む。）平均６０点

以上（５０点未満の科目が２以上ある場合、又は４０点以下の科目がある場

合を除く。）とする。 
なお、修業試験の合格基準は、受験要領に記載すること等により公表する。 

 
３ 修業試験の問題の公表 

修業試験の試験問題については、試験終了後、速やかに公表するものとする。 
 

４ その他 
（１）規則第２４条の２第６項の「免除を受けようとする科目を修めたことを証

する書面」及び規則第２５条第１項の「修業試験合格者名簿」の様式は、そ

れぞれ別記様式第１号及び第２号による。 
（２）規則第２４条の２第７項の「講習会の修業試験に合格していることを証す



る書面」については、規則第２５条第１項の修業試験に合格した旨の証明書

若しくはその写し又は家畜人工授精師免許証の写しとする。 
 
第３ 講習会の開催者の指定等について 

１ 講習会の開催者の指定の基準等 
（１）講習会に係る規則第２２条第１項第１号イの「獣医学又は畜産学に関する

学部又は学科」とは、①家畜人工授精に関する講習会にあってはおおむね規

則第２３条第１項各号に掲げる科目を、②家畜人工授精及び家畜体内受精卵

移植に関する講習会にあってはおおむね同条第２項各号に掲げる科目を、③

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講

習会にあってはおおむね同条第３項各号に掲げる科目を教授している学部又

は学科をいうものとする。 
（２）講習会に係る規則第２２条第１項第１号ロの「畜産学に関する専門課程」

とは、①家畜人工授精に関する講習会にあってはおおむね規則第２３条第１

項各号に掲げる科目を、②家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講

習会にあってはおおむね同条第２項各号に掲げる科目を、③家畜人工授精並

びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあっては

おおむね同条第３項各号に掲げる科目を教授している専門課程をいうものと

する。 
（３）講習会に係る規則第２２条第１項第２号、第２項第２号及び第３項第２号

の「必要な知識及び技能を有する適当な数の講師」とは、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく大学において修める獣医学又は畜産学を教授

するのに必要な程度の知識及び技能を有し、かつ、①家畜人工授精に関する

講習会にあっては家畜人工授精の業務に、②家畜人工授精及び家畜体内受精

卵移植に関する講習会にあっては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業

務に、③家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に

関する講習会にあっては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体

外受精卵移植の業務に１年以上従事している２名以上の講師をいうものとす

る。 
（４）講習会に係る規則第２２条第１項第３号の「必要な施設、機械器具及び家

畜」とは、規則第２３条第１項に掲げる科目を教授するのに十分な広さの施

設、家畜人工授精用精液の採取、検査、処理、保存及び雌畜への注入を教授

するのに必要な機械器具並びに受講者３名につき１頭以上の家畜をいうもの

とする。 
（５）講習会に係る規則第２２条第２項第３号の「必要な施設、機械器具及び家

畜」とは、規則第２３条第１項に掲げる科目を教授するのに十分な広さの施



設、①家畜人工授精用精液の採取、検査、処理、保存及び雌畜への注入、②

家畜体内受精卵の採取、検査、処理、保存及び雌畜への移植を教授するのに

必要な機械器具並びに受講者３名につき１頭以上の家畜をいうものとする。 
（６）講習会に係る規則第２２条第３項第３号の「必要な施設、機械器具及び家

畜」とは、規則第２３条第３項に掲げる科目を教授するのに十分な広さの施

設、①家畜人工授精用精液の採取、検査、処理、保存及び雌畜への注入、②

家畜体内受精卵の採取、検査、処理、保存及び雌畜への移植、③家畜卵巣の

採取、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外受精、家畜体外受精卵の検査、

処理及び保存を教授するのに必要な機械器具並びに受講者３名につき１頭以

上の家畜をいうものとする。 
（７）規則第２２条第１項第１号のいずれかに該当する者は、（３）から（６）

までの基準を満たす適当な数の講師等を自らが有さない場合であっても、同

号に該当する複数の者と共催することや、外部の講師、施設、機械器具又は

家畜を活用することにより、当該基準を満たすことができる場合は、これら

の対応を前提として、講習会の開催者の指定を受けることができる。 
（８）農林水産大臣の指定する者が他の農林水産大臣の指定する者と共催する場

合、当該講習会の開催においても、（３）から（６）までの基準を満たすも

のとする。 
 

２ 講習会の開催者の指定及びその取消しの申請書 
規則第２１条の指定の申請書及び規則第２２条の３第１項の指定の取消しの

申請書は、それぞれ別記様式第３号及び第４号によるものとする。 
なお、農林水産大臣の指定を受けた後、外部の施設等の活用により、規則第

２１条第１号から第３号までに規定する事項について変更が生じる場合には、

別記様式第５号により、既存の指定の取消し及び変更後の内容による指定の

申請を行うものとする。 
 

３ 申請書等の提出手続 
規則第２１条の申請書、規則第２２条の３の指定の取消し申請書を農林水産

省畜産局長あて提出するものとする。なお、それぞれの申請書の提出は、メ

ール等の電磁的方法により行うことができる。 
また、規則第２２条第１項第１号のいずれかに該当する複数の者が共催する

ことを前提に指定を受ける場合にあっては、連名により申請書を提出するも

のとする。 
 

４ その他 



家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会について家畜体内受精

卵移植に関する講習会を、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜

体外受精卵移植に関する講習会について家畜体内受精卵移植及び家畜体外受

精卵移植に関する講習会又は家畜体外受精卵移植に関する講習会を、それぞ

れ部分的に開催する場合は、それぞれ本規定中の該当する部分を準用するも

のとする。 
また、別記様式第２号中の家畜の種類及び講習会の別の欄は、実際に開催し

た講習会の名称を記載するものとする。 



別表第１ 

家畜人工授精に関する講習会において課すべき科目及びその時間の細目 

 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 

１ 学科 

（１）一般科目 

①畜産概論 

 

 

 

 

②家畜の栄養 

 

 

③家畜の飼養管理 

 

 

④家畜の育種 

 

 

 

 

 

⑤関係法規 

 

 

 

 

（２）専門科目 

①生殖器解剖 

 

②繁殖生理 

（神経・内分泌及び

雌繁殖生理） 

 

 

 

１ 我が国畜産の沿革及び特徴 

２ 家畜の主要品種の特徴 

３ 主要畜産物（乳・肉等）の生産に関与する要

因 

４ 家畜飼養管理とアニマルウェルフェア 

１ 家畜における消化及び吸収の仕組み 

２ 飼料の種類及び特性 

３ 飼料の配合及び給与 

１ 家畜に対する環境の影響 

２ 畜舎等畜産施設の種類及び特性 

３ 一般的飼養管理方法 

１ 家畜の遺伝の原理 

２ 家畜の主要形質の遺伝 

３ 家畜の選抜方法及びその特徴 

４ 家畜の交配方法及びその特徴 

５ 能力検定 

６ 家畜の登録制度 

１ 家畜改良増殖法 

２ 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する

法律 

３ 家畜伝染病予防法 

４ 獣医師法 

 

１ 生殖器の形態及び機能 

２ 精子形成及び卵子形成 

１ 繁殖機能に係るホルモン及び神経 

２ 性ホルモンの種類及び作用 

３ 繁殖の周期性及び性成熟 

４ 発情周期に伴う生殖器及び行動の変化 

５ 受精及び受精卵の発育 

６ 胚、胎児の発育及び妊娠による母体の変化 

７ 分娩の経過及び分娩後の繁殖機能 

 

 

 

４時間 

 

 

 

 

３時間 

 

 

３時間 

 

 

７時間 

 

 

 

 

 

５時間 

 

 

 

 

 

５時間 

 

１３時間 



 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 

 

③精子生理 

（雄繁殖生理） 

 

 

④種付けの理論 

（妊娠と分娩） 

 

⑤家畜人工授精及び

家畜人工授精用精

液の保存 

 

 

 

 

 

 

２ 実習 

（１）家畜の飼養管理 

 

 

（２）家畜の審査 

 

（３）生殖器解剖 

（４）発情鑑定 

（５）精液精子検査法 

（６）家畜人工授精及

び家畜人工授精用

精液の保存 

８ 射精の機序 

９ 繁殖障害の概念及び原因 

１ 精液量及び精子数並びに精液の理化学的性状 

２ 精子の形態及び構造 

３ 精子の機能 

４ 精液性状及び精子機能に関与する要因 

１ 雌生殖器内における精子及び卵子の移動及び

その機能の変化 

２ 授精（交配）適期 

１ 人工授精技術の発展の歴史 

２ 人工授精の意義及び得失 

３ 精液の採取 

４ 精液及び精子の検査 

５ 保存液の特性及び精液の希釈 

６ 精液の液状保存及び凍結保存 

７ 精液の注入 

８ 人工授精用器具等の種類及び特性 

９ 消毒の原理及び方法 

 

１ 家畜の取扱い及び家畜の手入れ 

２ 畜舎等畜産施設の管理及び取扱い 

３ 飼料給与 

１ 家畜の体尺測定 

２ 体型審査 

生殖器の解剖 

発情の発見及び鑑定 

精液及び精子の検査法 

１ 精液の採取法 

２ 保存液の調整及び精液の希釈法 

３ 精液の液状保存法及び凍結保存法 

４ 精液の注入法 

５ 人工授精用器具等の取扱い 

６ 消毒の方法 

７ 人工授精関係帳簿及び証明書の記載方法 

 

 

７時間 

 

 

 

４時間 

 

 

１７時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４時間 

 

 

７時間 

 

４時間 

６時間 

８時間 

４５時間 

注１ １（１）①４「家畜飼養管理とアニマルウェルフェア」については、既に講習会の開催

者の指定を受けた者にあっては、１（１）一般科目の中で当該内容について講義を行うこ

とにより、開催者の要件を満たすものとする。 

注２ １（２）の②繁殖生理（神経・内分泌及び雌繁殖生理）、③精子生理（雄繁殖生理）及



び④種付けの理論（妊娠と分娩）に該当するものにあたっては、合わせて 24時間以上の

講義を行っていることで可とする。 

 



別表第２ 

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間の

細目 

 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 

１ 学科 

（１）一般科目 

①畜産概論 

 

 

 

 

②家畜の栄養 

 

 

③家畜の飼養管理 

 

 

④家畜の育種 

 

 

 

 

 

⑤関係法規 

 

 

 

 

（２）専門科目 

①生殖器解剖 

 

②繁殖生理 

（神経・内分泌及び

雌繁殖生理） 

 

 

 

１ 我が国畜産の沿革及び特徴 

２ 家畜の主要品種の特徴 

３ 主要畜産物（乳・肉等）の生産に関与する要

因 

４ 家畜飼養管理とアニマルウェルフェア 

１ 家畜における消化及び吸収の仕組み 

２ 飼料の種類及び特性 

３ 飼料の配合及び給与 

１ 家畜に対する環境の影響 

２ 畜舎等畜産施設の種類及び特性 

３ 一般的飼養管理方法 

１ 家畜の遺伝の原理 

２ 家畜の主要形質の遺伝 

３ 家畜の選抜方法及びその特徴 

４ 家畜の交配方法及びその特徴 

５ 能力検定 

６ 家畜の登録制度 

１ 家畜改良増殖法 

２ 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する

法律 

３ 家畜伝染病予防法 

４ 獣医師法 

 

１ 生殖器の形態及び機能 

２ 精子形成及び卵子形成 

１ 繁殖機能に係るホルモン及び神経 

２ 性ホルモンの種類及び作用 

３ 繁殖の周期性及び性成熟 

４ 発情周期に伴う生殖器及び行動の変化 

５ 受精及び受精卵の発育 

６ 胚、胎児の発育及び妊娠による母体の変化 

 

 

 

４時間 

 

 

 

 

３時間 

 

 

３時間 

 

 

７時間 

 

 

 

 

 

５時間 

 

 

 

 

 

５時間 

 

１３時間 



 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 

 

 

③精子生理 

（雄繁殖生理） 

 

 

④種付けの理論 

（妊娠と分娩） 

 

⑤家畜人工授精及び

家畜人工授精用精

液の保存 

 

 

 

 

 

 

⑥体内受精卵移植概

論 

 

⑦受精卵の生理及び

形態 

 

 

 

⑧体内受精卵の処理

及び保存 

 

 

 

⑨受精卵の移植 

 

 

 

 

７ 分娩の経過及び分娩後の繁殖機能 

８ 射精の機序 

９ 繁殖障害の概念及び原因 

１ 精液量及び精子数並びに精液の理化学的性状 

２ 精子の形態及び構造 

３ 精子の機能 

４ 精液性状及び精子機能に関与する要因 

１ 雌生殖器内における精子及び卵子の移動及び

その機能の変化 

２ 授精（交配）適期 

１ 人工授精技術の発展の歴史 

２ 人工授精の意義及び得失 

３ 精液の採取 

４ 精液及び精子の検査 

５ 保存液の特性及び精液の希釈 

６ 精液の液状保存及び凍結保存 

７ 精液の注入 

８ 人工授精用器具等の種類及び特性 

９ 消毒の原理及び方法 

１ 体内受精卵移植技術の沿革と制度 

２ 体内受精卵移植の意義及び得失 

３ 体内受精卵の採取、処理及び移植 

１ 細胞の構造と生理 

２ 細胞の病理 

３ 受精卵の生理及び形態 

４ 胚の発生 

５ 受精卵及び胚の代謝 

１ 細胞維持の基礎理論 

２ 体内受精卵維持の方法と保存液 

３ 体内受精卵の検査及び処理 

４ 体内受精卵の凍結保存 

５ 微生物による汚染と防止法 

１ 移植の条件及び移植適期 

２ 凍結受精卵の融解 

３ 受精卵の移植方法 

４ 受精卵の着床 

 

 

 

 

７時間 

 

 

 

４時間 

 

 

１７時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

８時間 

 

 

１６時間 

 

 

 

 

１６時間 

 

 

 

 

８時間 

 

 

 

 



 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

２ 実習 

（１）家畜の飼養管理 

 

 

（２）家畜の審査 

 

（３）生殖器解剖 

（４）発情鑑定 

（５）精液精子検査法 

（６）家畜人工授精及

び家畜人工授精用

精液の保存 

 

 

 

 

（７）体内受精卵の処

理及び保存 

 

 

 

 

（８）受精卵の移植 

 

１ 家畜の取扱い及び家畜の手入れ 

２ 畜舎等畜産施設の管理及び取扱い 

３ 飼料給与 

１ 家畜の体尺測定 

２ 体型審査 

生殖器の解剖 

発情の発見及び鑑定 

精液及び精子の検査法 

１ 精液の採取法 

２ 保存液の調整及び精液の希釈法 

３ 精液の液状保存法及び凍結保存法 

４ 精液の注入法 

５ 人工授精用器具等の取扱い 

６ 消毒の方法 

７ 人工授精関係帳簿及び証明書の記載方法 

１ 検査、処理器具の取扱い及び消毒法 

２ 保存液の調整取扱い及び滅菌法 

３ 体内受精卵の検査 

４ 体内受精卵の取扱い技術 

５ 体内受精卵の短期保存技術 

６ 体内受精卵の凍結技術 

１ 受精卵移植用器具の取扱い及び消毒法 

２ 移植適期の把握 

３ 凍結受精卵の融解技術 

４ 受精卵の移植技術 

５ 受精卵移植関係帳簿及び証明書の記載方法 

 

４時間 

 

 

７時間 

 

４時間 

６時間 

８時間 

４５時間 

 

 

 

 

 

 

５０時間 

 

 

 

 

 

２６時間 

注１ １（１）①４「家畜飼養管理とアニマルウェルフェア」については、既に講習会の開催

者の指定を受けた者にあっては、１（１）一般科目の中で当該内容について講義を行うこ

とにより、開催者の要件を満たすものとする。 

注２ １（２）の②繁殖生理（神経・内分泌及び雌繁殖生理）、③精子生理（雄繁殖生理）及

び④種付けの理論（妊娠と分娩）に該当するものにあたっては、合わせて 24時間以上の

講義を行っていることで可とする。 

 



別表第３ 

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課

すべき科目及びその時間の細目 

 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 

１ 学科 

（１）一般科目 

①畜産概論 

 

 

 

 

②家畜の栄養 

 

 

③家畜の飼養管理 

 

 

④家畜の育種 

 

 

 

 

 

⑤関係法規 

 

 

 

 

（２）専門科目 

①生殖器解剖 

 

②繁殖生理 

（神経・内分泌及び

雌繁殖生理） 

 

 

 

１ 我が国畜産の沿革及び特徴 

２ 家畜の主要品種の特徴 

３ 主要畜産物（乳・肉等）の生産に関与する要

因 

４ 家畜飼養管理とアニマルウェルフェア 

１ 家畜における消化及び吸収の仕組み 

２ 飼料の種類及び特性 

３ 飼料の配合及び給与 

１ 家畜に対する環境の影響 

２ 畜舎等畜産施設の種類及び特性 

３ 一般的飼養管理方法 

１ 家畜の遺伝の原理 

２ 家畜の主要形質の遺伝 

３ 家畜の選抜方法及びその特徴 

４ 家畜の交配方法及びその特徴 

５ 能力検定 

６ 家畜の登録制度 

１ 家畜改良増殖法 

２ 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する

法律 

３ 家畜伝染病予防法 

４ 獣医師法 

 

１ 生殖器の形態及び機能 

２ 精子形成及び卵子形成 

１ 繁殖機能に係るホルモン及び神経 

２ 性ホルモンの種類及び作用 

３ 繁殖の周期性及び性成熟 

４ 発情周期に伴う生殖器及び行動の変化 

５ 受精及び受精卵の発育 

６ 胚、胎児の発育及び妊娠による母体の変化 

 

 

 

４時間 

 

 

 

 

３時間 

 

 

３時間 

 

 

７時間 

 

 

 

 

 

５時間 

 

 

 

 

 

５時間 

 

１３時間 



 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 

 

 

③精子生理 

（雄繁殖生理） 

 

 

④種付けの理論 

（妊娠と分娩） 

 

⑤家畜人工授精及び

家畜人工授精用精

液の保存 

 

 

 

 

 

 

⑥体内受精卵移植概

論 

 

⑦受精卵の生理及び

形態 

 

 

 

⑧体内受精卵の処理

及び保存 

 

 

 

⑨受精卵の移植 

 

 

 

 

７ 分娩の経過及び分娩後の繁殖機能 

８ 射精の機序 

９ 繁殖障害の概念及び原因 

１ 精液量及び精子数並びに精液の理化学的性状 

２ 精子の形態及び構造 

３ 精子の機能 

４ 精液性状及び精子機能に関与する要因 

１ 雌生殖器内における精子及び卵子の移動及び

その機能の変化 

２ 授精（交配）適期 

１ 人工授精技術の発展の歴史 

２ 人工授精の意義及び得失 

３ 精液の採取 

４ 精液及び精子の検査 

５ 保存液の特性及び精液の希釈 

６ 精液の液状保存及び凍結保存 

７ 精液の注入 

８ 人工授精用器具等の種類及び特性 

９ 消毒の原理及び方法 

１ 体内受精卵移植技術の沿革と制度 

２ 体内受精卵移植の意義及び得失 

３ 体内受精卵の採取、処理及び移植 

１ 細胞の構造と生理 

２ 細胞の病理 

３ 受精卵の生理及び形態 

４ 胚の発生 

５ 受精卵及び胚の代謝 

１ 細胞維持の基礎理論 

２ 体内受精卵維持の方法と保存液 

３ 体内受精卵の検査及び処理 

４ 体内受精卵の凍結保存 

５ 微生物による汚染と防止法 

１ 移植の条件及び移植適期 

２ 凍結受精卵の融解 

３ 受精卵の移植方法 

４ 受精卵の着床 

 

 

 

 

７時間 

 

 

 

４時間 

 

 

１７時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

８時間 

 

 

１６時間 

 

 

 

 

１６時間 

 

 

 

 

８時間 

 

 

 

 



 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

⑩体外受精卵移植概

論 

 

 

⑪体外受精卵の生産 

 

 

 

２ 実習 

（１）家畜の飼養管理 

 

 

（２）家畜の審査 

 

（３）生殖器解剖 

（４）発情鑑定 

（５）精液精子検査法 

（６）家畜人工授精及

び家畜人工授精用

精液の保存 

 

 

 

 

（７）体内受精卵の処

理及び保存 

 

 

 

 

（８）受精卵の移植 

 

 

 

 

（９）体外受精卵の生

産 

１ 体外受精卵移植技術の沿革と制度 

２ 体外受精卵移植技術の意義と得失 

３ 卵巣の採取、未受精卵の採取及び処理 

体外授精、体外受精卵の処理 

１ 卵巣の取扱い 

２ 未受精卵の採取及び検査その他の処理 

３ 体外授精 

４ 体外受精卵の検査その他の処理 

 

１ 家畜の取扱い及び家畜の手入れ 

２ 畜舎等畜産施設の管理及び取扱い 

３ 飼料給与 

１ 家畜の体尺測定 

２ 体型審査 

生殖器の解剖 

発情の発見及び鑑定 

精液及び精子の検査法 

１ 精液の採取法 

２ 保存液の調整及び精液の希釈法 

３ 精液の液状保存法及び凍結保存法 

４ 精液の注入法 

５ 人工授精用器具等の取扱い 

６ 消毒の方法 

７ 人工授精関係帳簿及び証明書の記載方法 

１ 検査、処理器具の取扱い及び消毒法 

２ 保存液の調整取扱い及び滅菌法 

３ 体内受精卵の検査 

４ 体内受精卵の取扱い技術 

５ 体内受精卵の短期保存技術 

６ 体内受精卵の凍結技術 

１ 受精卵移植用器具の取扱い及び消毒法 

２ 移植適期の把握 

３ 凍結受精卵の融解技術 

４ 受精卵の移植技術 

５ 受精卵移植関係帳簿及び証明書の記載方法 

１ 培養液の調整・取扱い及び滅菌法 

２ 卵巣の取扱い 

３時間 

 

 

 

４時間 

 

 

 

 

４時間 

 

 

７時間 

 

４時間 

６時間 

８時間 

４５時間 

 

 

 

 

 

 

５０時間 

 

 

 

 

 

２６時間 

 

 

 

 

２１時間 



 

科  目 

 

内    容 

 

時 間 

 ３ 未受精卵の採取及び検査その他の処理 

４ 体外授精 

５ 体外受精卵の検査その他の処理 

６ 体外受精卵生産関係帳簿及び証明書の記載方

法 

 

注１ １（１）①４「家畜飼養管理とアニマルウェルフェア」については、既に講習会の開催

者の指定を受けた者にあっては、１（１）一般科目の中で当該内容について講義を行うこ

とにより、開催者の要件を満たすものとする。 

注２ １（２）の②繁殖生理（神経・内分泌及び雌繁殖生理）、③精子生理（雄繁殖生理）及

び④種付けの理論（妊娠と分娩）に該当するものにあたっては、合わせて 24時間以上の

講義を行っていることで可とする。 

  



別記様式第１号 

 

学 科 目 取 得 証 明 書 

 

住 所       

氏 名       

 

 

 

 

 

大学等で履修した 

学科目名 

 

修めた単位又は 

時間数 

 

修めた年月日 

 

 

備 考 

 

 

 

 

  

頭書の者は、上記のとおり、学科目を履修し、単位（時間）を修めた 

ことを証明する。 

 

      年 月 日 

             長 

                        住  所 

                        氏  名 

 

 

 

（記載上の注意） 

証明する者は、学校教育法に基づく大学で総合大学にあっては学部長、学校教育法に基

づく大学で単科大学にあっては学長又は学校長、その他農林水産大臣の指定する教育機関

にあっては当該機関の長を原則とする。 

 



別記様式第２号 

 

修 業 試 験 合 格 者 名 簿 

 

１ 開催者の住所・氏名 

 

２ 家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵

移植に関する講習会又は家畜人工受精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵

移植に関する講習会の別 

 

３ 開催場所 

 

４ 開催期日 

 

５ 修業試験合格者 

  

氏  名 

 

生年月日 

 

職  業 

 

現 住 所 

 

 

 

（総数    人） 

   

 

 

最終卒業学校名 

 

卒業年次 

 

備     考 

 

 

 

  

 

 

 



別記様式第３号 

 

講習会開催者指定申請書 

 

年 月 日 

 

農林水産大臣 殿 

住 所       

名 称       

代表者氏名       

 

家畜改良増殖法第１６条第２項の指定を受けたいので、家畜改良増殖法施行規則

第２１条の規定により、下記により申請します。 

 

記 

 

１ 家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受

精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体

外受精卵移植に関する講習会の別 

 

２ 講習会の開催場所 

 

３ 講習会において課すべき科目及びその時間 

   

講 習 科 目 

 

講 習 時 間 

 

 

学 科 

  

 

実 習 

  

 

４ 講師の氏名、担当科目及び略歴 

  

氏 名 

 

担 当 科 目 

 

略 歴 

 

備 考 

 

 

 

   

 

５ 講習会の用に供する施設、機械器具及び家畜の概要 

 

  



別記様式第４号 

 

講習会開催者指定取消し申請書 

 

年 月 日 

農林水産大臣 殿 

 

住 所       

名 称       

代表者氏名       

 

 

家畜改良増殖法施行規則第２２条の３第１項の規定により講習会開催者の指定の

取消しを受けたいので、下記により申請します。 

 

記 

 

申請の理由 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号 

 

講習会開催者指定取消し及び指定に係る申請書 

 

年 月 日 

農林水産大臣 殿 

住 所       

名 称       

代表者氏名       

 

家畜改良増殖法施行規則第２２条の３第１項の規定により講習会開催者の指定の

取消しを申請するとともに、改めて指定を受けたいので、家畜改良増殖法施行規則

第２１条の規定により、下記により申請します。 

 

記 

１ 家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜 

体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び

家畜体外受精卵移植に関する講習会の別 

 

２ 講習会の開催場所 

 

３ 講習会において課すべき科目及びその時間 

   

講 習 科 目 

 

講 習 時 間 

 

 

学 科 

  

 

実 習 

  

 

４ 講師の氏名、担当科目及び略歴 

  

氏 名 

 

担当科目 

 

略 歴 

 

備 考 

 

 

 

   

 

５ 講習会の用に供する施設、機械器具及び家畜の概要 

 

 


